
別紙１

令和７年度の第三者評価の流れ
【別紙1】

○第三者評価受審加算を申請する場合 ○第三者評価受審加算を申請しない場合

評価機関 大阪市 評価機関 施設 大阪市

 ※評価機関や申込む時期によって期間は変動します。　あくまでも目安の期間ですので、詳細な日程は評価機関にご確認ください。
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第三者評価受審加算について
は、本支援費とは別の手続きに

なりますので、忘れずに申請し

てください。

例年のスケジュールでは、12月

頃に申請のご案内、２月頃に認

定となります。


